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第 1 監査の請求 

 １ 請求人 

（省 略） 

   請求人代理人 

   東京都新宿区四谷本塩町７－９ 四谷ニューマンション３０９ 

   さくら通り法律事務所 

   弁護士 清水 勉 

   弁護士 出口 かおり 

    

２ 住民監査請求書の提出日 

  令和５年７月２５日 

 

３ 住民監査請求書  

  別紙 1 のとおり 

 

４ 事実証明書 

（１）法律相談報告書 

（２）特命随意契約の締結について（回議用紙・特命随意契約理由書） 

（３）契約書 

（４）支出命令 

（５）青木かつのり後援会収支報告書（令和２年度及び令和３年度） 

   

５ 請求の要件審査 

本件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条の所定の要

件を備えているものと認めて監査を実施した。 

 

第２ 監査の実施 

 １ 監査対象部局 

   子育て支援部子育て施設支援課 

（旧組織名：子育て支援課 令和５年４月１日組織改正） 
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 ２ 請求人の陳述 

（１）実施経過 

地方自治法第２４２条第７項の規定により、請求人に対して、令和

５年８月２３日に陳述と新たな証拠の提出の機会を設けた。 

（２）請求人の陳述の要旨 

別紙２のとおり 

請求人代理人は、当日持参した意見書（別紙３）に基づいて陳述を行

った。 

（３）陳述の補足 

陳述当日に、監査事務局から、陳述の補足がある場合は、令和５年８

月２８日までに文書で提出すれば受け付ける旨を請求人に伝えた。 

    請求人は、陳述の補足として、８月２８日に資料（別紙４）を提出し

た。 

 

３ 関係職員の陳述聴取 

（１）実施経過 

令和５年８月２３日に監査対象部局の関係職員による陳述の聴取

を行った。 

（２）関係職員の陳述の要旨 

別紙５のとおり 

関係職員は、当日持参した意見書(別紙６)に基づいて陳述を行った。 

 

  ４ 関係資料の提出 

  子育て支援部子育て施設支援課から、次に掲げる関係資料の提出を受 

け、本件監査請求に関する事実等を確認した。 

  （１）支出命令伝票（別紙７） 

 （２）特命随意契約理由書（別紙８） 

 （３）支出負担行為伺 

（４）契約書（別紙９） 

（５）本件契約の成果品（意見書） 

（６）葛飾区私立保育所等扶助要綱 

   （７）法律相談報告書（別紙１０）   
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第３ 請求人が求める措置等の概要 

葛飾区職員措置請求書、事実証明書、請求人陳述及び意見書等により、

請求人が求める措置等を次のとおり解した。 

 

 １ 請求人が求める措置 

「葛飾区私立保育所等扶助要綱に基づく扶助費支出に係る業務委託

(契約額１１０万円)」（以下、「本件契約」という。）は違法かつ不当なも

のであるため、区が損害を回復できないようにする法的根拠を求めると

いう異常なことを行った経緯を明らかにし、責任ある者、具体的には植竹

副区長及び青木区長に契約金１１０万円を返還させるよう求める。 

 

２  請求人の主張の要旨 

令和４年３月に明らかになった「葛飾区私立保育所等扶助要綱」に基

づく扶助費の算定の相違による過支給について、同年４月に区の法規担

当係から不当利得返還請求すべきものであるとの結論が出たにもかかわ

らず、過支給額を保育所に対し返還を求めないことの法的根拠となる見

解などの提示を業務内容とする本件契約を特命随意契約により締結した。 

本件契約締結以前に不当利得状態が生じていることは、区の法規担当

係の判断からも明らかである。そうであれば、区として保育所に不当利

得返還請求をすべきは当然である。特別区の法務部にも相談しているよ

うであるが、そこでも当然、区の法規担当係と同じ見解が示されたはず

であり、不当利得返還請求すべきは動かしがたい方針になったはずであ

る。それを更に区の経費で弁護士に意見書の作成を求めるというのは、

明らかに無駄な支出である。しかも、それ以上に問題なのは、依頼の主な

内容が「葛飾区私立保育所に対する扶助費の算定相違による過支給額に

ついて、保育所へ返還を求めないことの法的根拠となる見解」になって

いることである。不当利得返還請求すべきことが明らかになっているに

もかかわらず、区として保育所に請求しないで済む法的根拠を求めると

いうのは、区の損害を放置することであり、区の健全財政を著しく損な

う行為である。妥当性を欠くどころか明らかに違法である。 

本件契約の名義は子育て支援課長になっているが、５億１，０００万

円という多額の損害を受けている事案について、子育て支援課長が独断
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で契約締結するとは考えられず、上位者から指示を受けて本件契約を締

結したと考えるのが合理的である。本件契約をする必要がなかったこと

は本件契約締結前から明らかだったことであり、本件契約とこれに基づ

く支出は、最小経費最大効果原則（地方自治法第２条第１４項）、これを

受けた地方財政法第４条第１項に反する違法かつ不当なものである。 

 

第４ 監査の結果 

 １ 事実関係の確認 

（１）葛飾区私立保育所等扶助要綱に基づいて支給した扶助費の算定結果

の誤りが生じ、一部の保育所等に過大な支給があったことが令和４年

３月に判明した。令和４年４月７日に子育て支援課は、総務課法規担当

係に法的観点や今後の対応などを相談し、仙台高等裁判所の判例を示

され、合理的な理由なく返還請求を行わないことは違法となる、との見

解の法律相談報告書を受け取っている。 

（２）令和４年６月９日に開催された保健福祉委員会において、子育て支 

援課長は、私立認可保育所に対する補助金の算定額の相違についての報

告の中で、葛飾区私立保育所等扶助要綱に基づく扶助費の過支給があっ

たことを確認した場合は返還を依頼する考えであると発言している。 

（３）令和４年６月１７日に開催された私立保育園長会において、区長は、扶

助費の過支給について返還を求めないことを検討する方針と述べている。 

（４）令和４年７月２８日付けで子育て支援課長は、本件契約を締結し、 

令和４年８月１５日に履行等確認を行っている。 

（５）令和４年８月３１日に開催された保健福祉委員会において、子育て支

援課長は、私立認可保育所の運営費助成額算定相違に係る対応方針等

についての報告の中で、法的な解釈として返還請求権がある限り、区は

行使せざるを得ないと判断し、扶助費の過支給について、保育所に返還

を求めていくと発言している。 

（６）令和４年８月３１日に開催された保健福祉委員会において、植竹副区

長は、本件契約は自身の発案であると発言している。また、区長は扶助

費の過支給は副区長、担当部署とも十分な協議をした上で調査をする

こと、法的に民間の専門家の意見もきちんと聞いた上で判断しようと

したと発言している。 



5 
 

２ 関係法令 

（１）葛飾区私立保育所等扶助要綱 

第１条 

施設運営の健全化及び事業の円滑な執行を図り、もって児童の健      

全な育成に資することを目的とする。 

第５条 

  区長は、扶助費の支給を受けた対象者が、次の各号のいずれかに該

当するときは、扶助費の全部又は一部の返還を求めるものとする。 

(1) 偽りその他不正の手段により扶助費の支給を受けたとき。 

(2) 扶助費を対象事業以外の事業の用途に使用したとき。 

(3) 前条第３項の規定により付された条件その他法令等に基づく命

令に違反したとき。 

(4) 前３号のほか、区長が扶助費の支給をすることを不適当と認めた

とき。 

第６条 

  前条の規定により扶助費の返還を求められた対象者は、区長が指定

する期日までに当該扶助費を返還しなければならない。 

（２）葛飾区補助金等交付規則 

 第１５条 

  区長は、補助事業者等が次の各号の一に該当した場合は、補助金等

の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき 

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき 

(3) その他補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件そ

の他法令またはこの規則に基づく命令に違反したとき 

 第１６条 

  区長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合または補助事業等

の中止あるいは廃止を承認した場合において、すでに補助金等が交付

されているときは、期限を定めてその全部または一部の返還を命じな

ければならない。 
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（３）地方自治法 

第２条第１４項 

  地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増

進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなけ

ればならない。 

 （４）地方財政法 

    第４条第１項 

     地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の       

限度をこえて、これを支出してはならない。 

（５）民 法 

第７０３条 

  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのた

めに他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、こ

れを返還する義務を負う。  

 第７０９条 

  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵

害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

３ 監査委員の判断 

   地方自治法第２４２条第１１項の規定において、同条第５項の規定に

よる監査についての決定は、監査委員の合議によるものとされている。 

監査委員は、本件住民監査請求を受理してから協議を重ねてきたが、

「請求理由がない」とする２名の監査委員の意見と「請求に理由がある」

とする２名の監査委員の意見に分かれ、合議が整わず、監査の結果を出す

ことができなかった。 

以下、参考までに監査委員の見解を記載する。 

 

（１）請求に理由がないとする見解（反町委員・工藤委員） 

ア 本件契約が最小経費最大効果原則（地方自治法第２条第１４項ほか）

に反する違法かつ不当なものであるという主張について 

       請求人が主張する地方自治法第２条第１４項では、「地方公共団体は    

その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、
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最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」としてい

る。また、地方財政法第４条第１項では、「地方公共団体の経費は、そ

の目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出して

はならない。」と定めている。 

   これらの規定は、地方公共団体がその事務を処理するにあたって準拠

すべき一般的指針を示すもので、常に能率的かつ効率的に処理すべき

という、地方自治運営の基本原則を定めたものである。これらの規定が

公金の支出を具体的に規制している根拠法規であるとまで解すること

はできないが、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかで

あるような場合には、長に与えられた広範な裁量権を逸脱し、規定違反

の違法性が肯定されるものと解する。 

    この観点から本件を推察すれば、本件契約については、子育て施設支

援課長が陳述聴取において、「区が多角的な視点で慎重に検討を行う目

的で締結したものであり、第三者の見解を求める必要があったものと考

える。」と述べている。また、令和４年８月３１日開催の保健福祉委員

会においても、子育て支援課長が「行政側の弁護士だけでなく、民間の

弁護士に多角的な視点で助言をもらうため本件契約を締結した。」と発

言している。 

扶助費の過支給については、令和４年８月３１日開催の保健福祉委

員会でその方針が報告されており、法規担当係の作成した法律相談報告

書を受けた段階で結論を出したわけではない。過支給の額は、５億１，

０００万円と多額である。しかも、その原因は、区が指定した誤った算

定用のエクセルシートに入力・申請させていたことであり、その誤りに

気付かずに過支給は４年間続いたこと。こうした実態が法規担当係の示

した、平成２７年７月１５日仙台高等裁判所の判決における「補助金の

返還を請求しないことを相当とする特段の事由」にあたるのかどうかな

ど、慎重に検討を進めなければならない区にとって重大な事案であるこ

とから、その方針を決定するにあたっては、様々な法的見解を総合的に

考慮して判断するのは当然のことである。また、葛飾区私立保育所等扶

助要綱第１条では、扶助の目的を、「施設運営の健全化及び事業の円滑

な執行を図り、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。」

としている。方針によっては、その目的に反する結果にもなりかねない
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事案であることから、第三者の意見を求めたものと考える。 

以上のことを踏まえれば、本件契約を締結したことに関して、裁量権

を逸脱するものとは認められない。また、本件契約は、地方自治法第２

３２条の４による適正な手続を経て、同第２３２条の５第１項の債権者

のために支出されたもので、財務会計上問題はないと考える。 

よって、本件契約は違法かつ不当なものであるという請求人の主張は

理由がないものである。 

 

  イ 区長及び副区長に対する本件契約金の返還を求める主張について 

    上記アで述べているように、本件契約は、違法かつ不当ではないとの

結論に至っており、請求人の主張は理由がないものである。 

  

（２）請求に理由があるとする見解（今關代表監査委員、江口委員） 

ア 本件契約は、最小経費最大効果原則（地方自治法第２条第１４項ほ 

か）に反する違法かつ不当なものであるという主張について 

  平成１８年１月２６日名古屋地方裁判所の判決では、地方自治法第

２条第１４項及び地方財政法第４条第 1 項の規定に関して、「これらは

いずれも地方公共団体の財政の健全化を確保する趣旨によるものと考

えられるところ、地方自治法第２条第１６項、第１７項の法意に照らす

と、単に会計事務担当職員に対して訓示的に事務の在り方を示すにと

どまるものではなく、地方公共団体にとって不必要あるいは過大な経

費負担をもたらす契約が締結された場合には、当該契約締結行為が違

法と評価されることがあり得るというべきである。もっとも、いかなる

契約が不必要であるのか、あるいは過大な経費負担をもたらすかは、第

一次的には、当該地方公共団体が、意図した行政目的実現の見地から、

当該契約の目的、性質、給付内容、締結に至った経緯等を総合的に考慮

して判断すべきものであるから、違法であると評価するためには、その

裁量権の範囲を逸脱し、あるいはこれを濫用したと認められる場合に

限られるというべきである。」と判示されている。 

   これを本件についてみると、本件契約締結にあたって、法規担当係

が作成した法律相談報告書でも示されていた、平成２７年７月１５日

仙台高等裁判所の判決では、「理由のない公金支出は公益に反するこ
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とが明らかである以上、このような場合、上記状況を容認することが

合理的な事由、あるいは、補助金の返還を求めることが交付先の資料

等に照らして期待できない事由などの補助金の返還を請求しないこと

を相当とする特段の事由が存在しない限りは、被控訴人には、その返

還を求めるべき責務があり、返還請求を行わないことについて裁量は

ないと解するのが相当である。」と判示されており、過支給に関して、

合理的な理由なく返還請求を行わないことは違法又は不当と解される

ことから、本件契約は、不必要なものであったと考える。事実、令和

４年６月９日に開催された保健福祉委員会において、子育て支援課長

は、葛飾区私立保育所等扶助要綱に基づく扶助費の過支給があったこ

とを確認した場合は返還を依頼する考えであると発言している。 

   また、子育て施設支援課長は、陳述聴取において、「区が多角的な

視点で慎重に検討を行う目的で締結したものであり、第三者の見解を

求める必要があったものと考える」と述べている。多角的な視点で検

討を行う必要性については理解できるが、仕様書によれば、本件契約

の内容は、扶助費の過支給額について返還請求を求めないことの法的

根拠の見解、この見解に立った際に予測される住民監査請求、住民訴

訟等の争点を書面にして明示することと記載されている。本件契約の

主目的は、多角的な視点で検討を行うためのものではなく、あくま

で、返還請求を求めないことに関する法的根拠の見解等であり、法的

な問題やリスク等については、法規担当係が作成した法律相談報告書

で既に示されていたものである。 

   よ っ て 、 本 件 契 約 は 違 法 か つ 不 当 な も の で あ る と い う 請 求 人    

の主張は理由があると認められる。 

  

  イ 区長及び副区長に対する本件契約金の返還を求める主張について 

    本件契約は特命随意契約であり、契約締結者は子育て支援課長である。 

平成５年２月１６日最高裁判所の判決では、地方公共団体の長が、職

員に委任した財務会計事務につき当該職員が行った違法行為について賠

償責任を負うこととなるのは、長が財務会計上の違法行為を阻止すべき

指揮監督上の義務に違反し、故意又は過失により当該違法行為を阻止し

なかったときに限られる旨判示されている。 
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   そうすると、長に上記指揮監督上の阻止義務を認め得るのは、長にお

いて職員が違法な財務会計行為を行うことを知っていたか、少なくも知

り得る状況にある、すなわち違法な結果の発生を予見し得た場合に限ら

れるというべきである。 

区長は、令和４年８月３１日開催の保健福祉委員会において、扶助費

の過支給についての最終判断に、民間の専門家の意見も聞いた上で判断

しようとしたと発言している。このことから、区長は本件契約の締結に

ついて、知り得る状況にあったことは明らかである。また、副区長は、同

日の保健福祉委員会で本件契約は自身の発案で行ったことであると発言

しており、陳述聴取においても、子育て支援課長（契約締結者）が部や課

の内部、副区長と話しあって決めたと述べている。このことから、副区長

が本件契約締結に深く関与していたことは明らかである。 

   よって、請求人の主張は理由があると認められる。 

 

 



             

       

                                  







監査事務局 (320100@city.katsushika.lg.jp) 

差出人 : "清水勉"<tutomu@shimizulaw.jp>
宛先 : 320100@city.katsushika.lg.jp
ＣＣ :
件名 : 職員措置請求書の訂正
⽇時 : 2023年08⽉25⽇(⾦) 14:16

[Harmless Content]

葛飾区監査委員事務局 様

令和５年７⽉２５⽇に提出した葛飾区職員措置請求書に誤字がありましたのて、以下のとおり訂正し
ます。

１）２ページ９⾏⽬︓「市⽴」➡「私⽴」
２）３ページ７⾏⽬︓「⽀援課⻑の」➡「⽀援課⻑」

以上、宜しくお願い致します。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
清 水 勉

〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町7番9号
四谷ニューマンション309
さくら通り法律事務所
電話 03(5363)9421 fax 03(5363)9856
email tutomu@shimizulaw.jp

=======================================================
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住民監査請求に係る請求人の意見陳述要旨 

 

開催日時 令和５年８月２３日（水） 午後１時３０分～２時００分 

場  所 総合庁舎新館５階 庁議室 

監査委員 今關代表監査委員 反町監査委員 工藤監査委員 江口監査委員 

請求人・請求人代理人 省略 

立 会 人 橋本産業経済課長（前子育て支援課長） 金保子育て施設支援課長  

事 務 局 加納監査事務局長、篠崎、板倉、梅崎 

傍 聴 人 １０人 

 

監査委員 

 これより、請求人の陳述を始める。 

【請求人代理人の陳述】 

 ～別紙「意見書」を読み上げる～  

【請求人の陳述】 

 既に私立保育園の過支給額を返還することに決まったにも関わらず、不必要な契

約に１１０万円を支出したことに納得がいかない。 

契約書を見ると子育て支援課長名で締結されているが、子育て支援課の職員が積

極的に行うとは思えない。青木区長からの命令があったものと推察する。 

提出した事実証明書の資料５にある青木かつのり後援会の収支報告書には複数の

寄付金があるが、特に保育園設置者２名からの寄付が多額であることがわかる。こ

の２名がそれぞれ設置している保育園が受け取った補助金額は多く、返還額も多い

と思われる。多額の寄付者２名のために、返還請求したくないのではないか。青木

区長には何か後ろ暗い背景があるのではないか。青木区長は１１０万円を区に返還

してほしい。 

【質疑】 

監査委員 

区は各保育園に経緯を説明し、不当利得した金額について返還の手続きを進める

べきであったと主張しているが、その具体的な理由はなにか。 

請求人代理人 

不当利得だからである。 

監査委員 

本契約をする必要性が全くなかったことは区にとって本契約締結前から明らかだ



ったと主張しているが、その具体的な理由は何か。 

請求人代理人 

弁護士は自分に対応可能な依頼しか受けない。もし契約後に「できない」との判

断になった場合は、進捗状況で全部または一部の報酬を返金するものだ。「不当でも

こうすれば免除される」という方法があるかアドバイスを求められても、依頼者の

希望に沿う見解が示せなければ相談時に断る。今回の依頼は、そういうレベルの事

案である。 

まずは庁内、そして特別区の法務担当に相談するのが普通だ。どういう議論を経

てこの契約をすることに至ったのか。自分たちの本意ではなく契約しているのでは

ないか。 

このことから見ても担当課がどれほど真剣に依頼したのか疑問だ。 

担当課のミスということになれば、担当課の職員が糾弾される立場になる可能性

が高いと思われ、果たしてそんな起案をするだろうか。 

監査委員 

 法的根拠に基づいて、５億円を返還請求するように青木区長へ勧めたが、聞き入

れられなかった。 

特別区の法務担当、区が雇い上げている弁護士どちらに尋ねても１１０万円かけ

て第三の弁護士を頼む必要性はないということだった。 

監査委員 

本契約は、子育て支援課長が独断で締結したとは考えられないと主張している

が、具体的に誰が関わっていると考えているか。 

請求人代理人 

担当課のミスは２点ある。一つ目は、エクセル表計算の誤りである。そもそも担

当者が表計算を正しく作成していれば、補助金の過払いは起きなかった。 

二つ目は、計算ミスについて指摘した園が複数あったにもかかわらず、返還しな

くてよいと回答したことである。すぐに確認し修正できるミスだったのに、何年も

続いたということは悪質だ。 

本当に一担当者のミスだったのか。区としての考え、何らかの思惑が存在したの

ではないか。これは非常に重大なことだ。 

監査委員 

弁護士報酬の１１０万円という金額には何が含まれていると考えるか。 

請求人代理人 

意見書作成の代金と考えれば妥当な金額だと思う。 



しかし、本件契約を請け負った弁護士は契約内容に沿った意見書を作成しておら

ず、債務不履行になる。契約の趣旨に沿っているものなのか疑問だ。何といわれて

依頼を受けたのか、わからない。 

監査委員 

確認だが、措置請求は、この契約で支払われた「１１０万円の返還」について、

勧告するということでよいのか。 

請求人代理人 

 そういうことになる。 

監査委員 

区には２名の副区長がいるが、植竹副区長と青木区長に１１０万円を返還させた

い理由は何か。 

請求人 

令和４年８月３１日の保健福祉委員会で、自分が指示をしたと植竹副区長が答弁

していた。しかし、副区長が指示をして契約を行わせたとしても、自分には何のメ

リットもない。さらに上の人から言われたとしか考えられない。 

監査委員 

事実証明書の資料５（青木かつのり後援会 収支報告書）は、どのような理由で

提出されたのか。 

請求人  

青木区長と保育園設置者との間の利害関係があるのではないかと推測される部分

があるので、補完資料として提出した。 

監査委員 

それは推測か 

請求人 

 推測である。 

請求人代理人 

職員措置請求書では青木区長の監督責任についてだけ述べている。しかし、青木

区長には不審な点があるため、それを補足したものである。 

監査委員 

以上で請求人の意見陳述を終了する。 











住民監査請求に係る区関係職員の意見陳述要旨 

 

開催日時 令和５年８月２３日（水） 午後２時２０分～２時５５分 

場  所 総合庁舎新館５階 庁議室 

監査委員 今關代表監査委員 反町監査委員 工藤監査委員 江口監査委員 

関係職員 橋本産業経済課長（前子育て支援課長） 金保子育て施設支援課長 

立 会 人 請求人・請求人代理人 

事 務 局 加納監査事務局長 篠崎、板倉、梅崎 

傍 聴 人 １０人 

 

監査委員 

 これより、区関係職員の陳述を始める。 

【区関係職員の陳述】 

子育て施設支援課長 

～別紙「意見書」を読み上げる～  

【質疑】 

監査委員 

あなたは、法規担当との法律相談で、青木区長は不当利得返還請求をしなければ

ならないことを認識し、私立保育園へ返還請求すると保健福祉委員会で報告してい

る。その後、青木区長は私立保育園誤支給については返還を求めないと園長会で発

言した。 

これはあなたと相談してのことか、それとも青木区長の独断なのか。 

前子育て支援課長 

６月９日の保健福祉委員会では支障のないように返還してもらうと説明したが、

どこでどのような判断をされたのかはわからない。青木区長の独断かどうかもわか

らない。 

園長会時の対応については、相談はなかった。 

監査委員 

あなた方の意見はわかった。ところで、区の弁護士は何人いるのか。 

前子育て支援課長 

区長部局は２名である。 

監査委員 

元子育て支援課長は弁護士とどのようなやり取りをしたのか。 



前子育て支援課長 

区の弁護士に相談したが、不当利得以外はないということだった。特別区法務部

でも同様の見解だったので、葛飾弁護士倶楽部の会長に相談し、今回契約した弁護

士を紹介され、直接掛け合った。 

監査委員 

誰の命令で弁護士倶楽部に相談したのか。区の法規担当や特別区法務部も不当利

得であるという見解となったが、どんな感想をもったのか。 

前子育て支援課長 

第三者の弁護士の見解も不当利得であれば仕方ないと思った。 

監査委員 

部長か、区長か、誰の命令か言えないならばいい。 

法律上、勝てる見込みがないにも関わらず、１１０万円払って別の弁護士を頼ん

でいる。私は「なぜなのか」と青木区長に尋ねたが、納得できる回答は得られてい

ない。 

監査委員 

一部返還を求めると言っているからには、返してもらうべきものという認識はあ

ると思うが、不当利得返還請求をしなければならないことを認識していたあなたに

とって、本件委託契約をしても、法規担当との法律相談と同じ結論になると容易に

予想できたはずである。貴重な税金で委託する必要性をどう認識していたのか。 

前子育て支援課長 

事業として大きい影響があるため、対応策を求めていた。多角的に検討しなけれ

ばならないと感じたので、外部の弁護士に委託することは必要だった。 

監査委員 

法律は決まっている。多角的も何も、無理をして法を捻じ曲げようと税を使った

に過ぎない。 

監査委員 

区法規担当の見解は、とても多角的に示されている。具体的なアドバイスも記載

されていて、あれ以上のものはない。 

一方、委託契約の成果品での意見書の内容は薄い。また、特命随意契約の理由書

に記述されている内容と、元子育て支援課長の説明に齟齬がある。はじめから、意

見書を作成してくれるのが本件契約を請け負った弁護士しかいなかったからだろ

う。 

この契約は、無理やり進めているように感じるが、誰かに相談等はしたのか 



前子育て支援課長 

部や課の内部、植竹副区長と話しあって決めた。青木区長と両副区長とも打ち合

わせを行った。無駄だからやめろという発言はなかった。 

監査委員 

以上で区関係職員の意見陳述を終了する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











（第 2 号様式） 

 

予定価格は、消費税及び地方消費税を含む金額を記載すること。 

単価契約の場合は、予定単価に予定数量を乗じた金額を記載すること。 

予定価格は、前年度契約実績額や予算額、実勢価格等を参考に設定すること。 

契約件名 葛飾区私立保育所等扶助要綱に基づく扶助費支出に係る業務委託 

履行場所 

又は納入場所 
葛飾区の指定する場所 

契約締結予定日 令和４年８月１日 

履行期間 

又は納入期限 
契約締結日の翌日から令和４年８月１５日まで 

予定価格 １，１００，０００円 

契約の相手方 

業者番号 9000006061 

所在地 
東京都港区南青山一丁目１番１号 

新青山ビル西館１階 

法人名称 

代表者役職・氏

名 

大手町法律事務所 

弁護士 貝阿彌 誠 

契約内容 

次の点について法的見地に基づく意見を区へ提示すること。 

①私立認可保育所に対する扶助費の算定相違による過支給額につい

て、保育所へ返還を求めないことの法的根拠となる見解 

②①の見解に立った際に予測される住民監査請求、住民訴訟等の争点 

 

契約相手の 

選定理由 

区の政策決定を法的に裏付ける見解の構築と、当該見解に立った際

に予測される訴え等の提起について論点を予め整理し備えるために

は、弁護士として行政事件等に特化した分野での実績や経験が特に求

められる。 

上述の条件に合致し、見解提示に協力を受けられる者を探したとこ

ろ、応諾が可能であると回答した相手方が上記の者のみであったた

め。 

根拠規定 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

主管課 
 子育て支援 部 子育て支援 課 子育て支援 係 

担当： 阪元    内線 ２４７８ 
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法 律 相 談 報 告 書 
件  名 パート保育士等加算の過払いについて 

担当者 
子育て支援課 阪元・荒木 

法規担当係 平田・戸井田・板井 

相談日 2022 年４月７日 相談履歴  

顧問弁護士相

談等 
顧問弁護士相談 ・ 法務部相談 ・ その他（      ） 

相談内容 

【概要】 
 区加算「保育標準時間対応保育事業扶助」内のパート保育士等加算は、

補助上限人数を設けており、その範囲内の職員について加算を行ってい

る。平成 29 年度以前については、葛飾区私立保育所等扶助要綱に基づき

適切に支払いが行われていたと思料される（実際に確認をしたのは平成

29 年度のみ）が、平成 30 年度の要綱改正をきっかけとして作成した補助

金算定用のエクセルの参照セルを誤ったことにより、それ以降は、要綱に

則していない計算式を用いて請求額を算定していたことが発覚した。これ

により、補助上限人数を要綱の定めるところのおよそ２倍として算出して

おり、一定期間、一部の保育施設に対して補助金を過払いしていた可能性

がある。金額の大きい施設で年間約１千万円の過払い金が生じている。な

お、区内に私立保育園は 88 園あり、全園分かつ全期間の過払い金を合計

すると１億円を優に超えるものと思料される。 
【相談内容】 

今後区として、どのような行動をしていくべきか。なお、園及び議員に

は、今年度４月の金額が正しい金額であり、平成 30 年度から昨年度３月

までの補助金額が誤っていた可能性があることを既に情報提供済みであ

る（保育園に区議会議員本人及び関係者がいるという政治的理由もある）。 
 また、返還させるとして、返還額が非常に高額であるため、私立保育園

に返還させること自体は適当か。 
 また、区の補助とは別に、国において類似の補助金があり、区の補助を

受けている場合には、区の補助上限人数分については国の補助金の算定か

らは除外される。今回、区の補助金において、補助上限人数の算定を誤っ

ていたことにより、国の補助金の支給要件を満たさなかった金額がある場

合、区が、事業者が国に補助金を請求する機会を奪っていることになる。

区からその分を補填することは可能か。 



回答内容 

【結論】 

本件については、実質的な不当利得返還請求として取り扱うことが適当

である。本件で返還請求をしない理屈はたたない（返還請求をしなければ、

住民監査請求及び住民訴訟のリスクがある）。 

【理由】 

 補助金を他用途に使用してしまったケースですが、補助金交付決定の取

消決定が行われていない時点でも、「実質的には返還請求権が存在してい

るものと同視することに支障はないとみるのが相当」であり、合理的な理

由なく補助金の返還を求めないことは「怠る行為」にあたるから、長が補

助金の交付を受けた者に対して不当利得返還請求しないことの違法確認

を求める訴えと４号請求は適法であるとした裁判例があります（仙台高判

平成 27 年 7 月 15 日）。 

 上記裁判例は、「理由のない公金支出は公益に反することが明らかであ

る以上、このような場合，上記状況を容認することが合理的な事由，ある

いは，補助金の返還を求めることが交付先の資料等に照らして期待できな

い事由などの補助金の返還を請求しないことを相当とする特段の事由が

存在しない限りは，被控訴人には，その返還を求めるべき責務があり，返

還請求を行わないことについて裁量はないと解するのが相当である。」と

判示しています。 

 この理屈を敷衍すると、補助金交付を行政処分と解し、かつ要綱や補助

金交付規則に誤支給に関する取消事由の規定がないとしても、不当利得返

還請求（不当利得返還請求権といっていいのか、裁判例の言い方は歯切れ

が悪いですが…）は可能であり、合理的な理由なく返還請求を行わないこ

とは違法になる、ということになろうかと存じます。 

【他の論点】 

（１）返還命令の可否と不当利得返還請求権 

 以上の相談内容を踏まえて補助金の内容について確認したところ、本補

助金は、本相談において問題となっている加算の元となっている扶助費に

ついては、保護者本人の代理人として、保育園が受領しているものであり、

加算金については、施設向けのものであるため、保育園に対して交付され

ているものであることがわかった。その支払いは、請求書が保育園から提

出される請求書に基づいて行われているようである。そのため、区におい

て、補助金等交付規則第７条に基づく交付決定はされていない。本来は補

助金等交付規則に基づき交付決定がされるべきものである。 

 また、本件は、区の計算誤りによる補助金の過払いであるのだから、葛

飾区私立保育所等扶助要綱（以下「要綱」という。）第５条に定める取消



事由及び要綱別紙第９項に規定する取消要件に該当しないため、要綱第６

条の規定により保育園に返還を義務付けることはできない。 

なお、要綱を改正し、遡及適用することも考えられるが、同じ要綱で認

定こども園に対する補助も行っており、認定こども園に対する補助金に波

及する可能性があることから、以上の手段はとることができない。 

学務課で就学援助金の過払い事案が発生した際には、新聞沙汰になった

ので、金額が大きい本件についても同様の取扱いになるものと思われる。

就学援助について過払い事案が発生した際には認定を取り消し、不当利得

として整理した。 

不当利得返還請求をした際に、債務の履行を拒否された場合に、それを

許容することができるかという質問があったが、区が権利を放棄しない限

り、請求した以上はその請求は有効なものとなる。しかし、葛飾区債権の

管理等に関する条例（以下「債権管理条例」という。）第 10条第１項第４

号の規定に基づき、保育園の財務状況等を確認することにより、区におい

て同号の要件に該当すると判断することができれば、分割での支払いを認

めることも可能である。 

また、保育園の不当利得を区に返還するという債務は、弁済期が到来し

ており、相殺適状にあることから、今後区から支払う扶助費等と相殺する

ことも可能である。この場合において、毎月の扶助費から少額ずつ相殺す

ることになる＝分割で支払うこととなるため、債権管理条例第 10 条第１

項第４号に該当することとなり、保育園の財務状況等の確認が必要とな

る。 

分割して返還するか、全額一括で返還するか、また、毎月区から支払わ

れる扶助費から相殺するかどうかは、各保育園の財務状況等はそれぞれ異

なっていることから、個別に相談していくほかない。 

返還させることとせず、議決により権利を放棄する（地方自治法第 96

条第１項第 10 号）という方法もあるが、住民監査請求や住民訴訟を提起

される可能性が高く、不適当である。 

以上のとおりであるから、本件については、実質的な不当利得返還請求

として取り扱うことが適当である。本件で返還請求をしない理屈はたたな

い（返還請求をしなければ、住民監査請求及び住民訴訟のリスクがある）。 

なお、保護者に対する扶助費を保育園が受け取ることは、本来は代理受

領であり、加算金については同扶助費とは性質が異なるものであるにもか

かわらず、交付決定をせずに払ってしまっているという問題がある。 

また、返還させること自体が、子育てしやすい街を目指している区が、

保育園を追い詰めるものであり、場合によっては潰れてしまうこととなる



ため、政治的な問題が発生するおそれがあるため、早急に区長にも報告す

べきである。 

 

（２）国補助金の請求機会を奪ったことによる国家賠償請求について 

 相談内容に記載されているとおり、区の補助とは別に、国において類似

の補助金があり、区の補助を受けている場合には、区の補助上限人数分に

ついては国の補助金の算定からは除外される。同補助金は国の補助金では

あるが、申請は区で受け付け、区の歳入となった後に、保育園に対して交

付されるものである。所管課としては、（１）における不当利得と相殺で

きないか確認があったが、区補助金と国補助金は財務上の性質が異なるも

のであり、予算の執行上の問題となるため、相殺することは不可能である。 

 国の補助金が受けられなかったことについては、保育園が区に対する国

家賠償請求訴訟を提起すべきものであり、区のほかの債権と相殺すべきも

のではなく、また、区から何か働きかけるべきものでもない。 

 

（３）保育園への説明について 

 本件は、返還することとなる金額が多額であり、また、保育園の今後の

運営に多大な影響を及ぼすものであると思料されるため、個別に丁寧に説

明していくことが望ましい。しかし、人員上それが不可能であるのであれ

ば、説明会を開催し、そのうえで、個別に弁済計画等を話し合うこともや

むを得ない。利息については、不当利得を得た日の翌日から発生するため、

各保育園との話し合いは相手方の準備及びこちらの説明の準備ができ次

第、早急に行うことが望ましい。 

 いつごろまでに行うべきかということについては、一概に回答できるも

のではない。しかし、現在の状況については各保育園に対して早急に説明

すべきである。詳細な状況についてまだ説明できないようであれば、誤り

がないよう金額を精査しているところであるということを説明するしか

ない。 

 

（４）区内部における処理について 

 金額の算定に要する作業が膨大ですぐさま金額を確定させることがで

きないとのことであったが、最低限、第２回定例会の常任委員会（保健福

祉委員会）までに保育園に不当利得返還請求をする金額がわかっていれば

よい。また、第２回定例会で速報、第３回定例会で確報を庶務報告すると

いうことも考えられる。なお、裁判外で保育園に対しこの不当利得返還請

求をすること自体は、議決事項ではない。先に述べた保育園に対する説明



会と議会への庶務報告のどちらを先に行うかについては、所管課の判断で

行う。 

 

 


